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那覇空港における管制許可遅延事案 

に関する調査報告 

 

１．調査の趣旨 

 

平成２３年９月１３日、那覇空港において、管制官の居眠りにより管制許可に

遅延が生じる事案が発生した。 

本調査は、本件事案に係る事実関係を詳しく調査するため、実施したものであ

る。 

 

２．調査方法等 

 

本件事案発生を受け、同日中に、本省及び大阪航空局から担当官を２名ずつ計

４名を現地へ派遣し、２日間にわたり、当該管制官（Ａ管制官）を含む関係者の

聞き取り調査を実施した。 

 

 

３．調査結果 

 

（１）当日の勤務状況表 

当日夜勤を担当していた当該チームは５名（※）。管制塔の上にある飛行場

管制所（タワー）と管制塔に接続している庁舎にある着陸誘導管制所（ＧＣＡ）

に分かれ、時間によって場所を交代しながら業務を実施していた。当該チーム

の当日の勤務状況表は次のとおり。 

※当該チーム：Ａ管制官（５０代、男性、主幹）、Ｂ管制官（３０代、女性）、 

       Ｃ管制官（次席）、Ｄ管制官、Ｅ管制官（訓練生） 
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Ｃ管制官 Ａ管制官 Ａ管制官 Ａ管制官 Ａ管制官 Ｃ管制官 

Ｄ管制官 Ｅ管制官 Ｃ管制官 

（Ｂ管制官）

（Ｂ管制官） Ｂ管制官 Ｄ管制官 

Ｅ管制官  Ｅ管制官 
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Ａ管制官 Ｃ管制官 Ｄ管制官 Ｄ管制官 Ｄ管制官 Ａ管制官 

Ｂ管制官 Ｄ管制官 （Ｃ管制官） Ｃ管制官 Ｃ管制官 Ｂ管制官 
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 Ｂ管制官 Ｂ管制官 Ｂ管制官 Ｅ管制官  

  Ｅ管制官 Ｅ管制官   
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（２）当日のタワーの状況 

・夜勤シフトに妊娠中であるＢ管制官と訓練生のＥ管制官を抱えていることか

ら、本来のタワー／ＧＣＡ配置では困難であり、通常と異なる交代により対

応していた。 

・夜勤時の管制席アサインを担当していたのはＡ管制官で、アサインに苦労し、

自らを長時間連続勤務に割り当てる傾向があった。 

・タワーに１名のみとなることは、Ｃ管制官が配属後に過去１度あった。同管

制官としては、要員配置が厳しいため一時的には仕方がないと感じていた。 

・Ａ管制官は、２：５２に着陸したスカイマーク５２７便の地上走行指示後、

３時ごろＣ管制官がタワーから退室した後にソファーに腰掛け、そのまま眠

ってしまった。 

・本来３：００からタワー配置であったＢ管制官は、交代時間を３０分程度遅

らせてよいとの提案をＡ管制官及びＣ管制官から受け、３：２５頃タワーに

上がった。 

・Ｂ管制官がタワーに上がった時、Ａ管制官はソファーで横になって眠ってお

り、鳴っていた運航情報官からの管制電話の呼出を受け、その後航空機との

通信の対応を行った。 

・Ａ管制官はソファーで眠ってしまった後、Ｂ管制官が通信の対応をしている

ことに気づくまでの記憶が無い。 

 

【まとめ】 

   当該チームでは、Ｂ管制官の体調を気遣い、通常と異なる管制席アサイン

で運用されており、Ｃ管制官及びＡ管制官に負担が偏る傾向にあった。Ａ管

制官は、Ｂ管制官の３：００からのタワー勤務について３０分程度遅らせる

こととし、Ｃ管制官はそれを容認した。Ｃ管制官は３０分程度であればＡ管

制官一人でも問題無いと考え、Ｂ管制官の交代を待たずにタワーから退室し

た。 

 そのため、３：００から３：２５までの間、タワーはＡ管制官１名だけの  

状態となり、Ａ管制官はソファーで寝てしまい、航空機の呼びかけに気づか

なかった。その後、３：２５にタワーに上がったＢ管制官が、航空機との交

信等の対応を行った。 

 

（３）当日のＧＣＡ勤務の状況 

・２３：００から５：３０の間のＧＣＡ当直（Ｃ管制官及びＤ管制官）はＧＣ

Ａ、ブリーフィング室及び待機室を行き来していた。ＧＣＡを気にしつつ他

の作業等を行っていた。ラインが鳴れば分かるようにボリュームを上げて対

応をしていた。 

・２名配置して、内１名が番をしているという状態。 

・ＧＣＡは１：３０から３：００までの間は１名（Ｄ管制官）となった。 

・３：２２に那覇アプローチからＧＣＡに電話呼出しがあったが、誰も出なか
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った。この時間帯、Ｃ管制官は事務室に居たと証言しており、Ｄ管制官はト

イレ等で外した可能性が高いと証言している。 

 

【まとめ】 

 当該チームでは、ＧＣＡ配置は２名であったが１：３０から３：００の   

間は、１名（Ｃ管制官）がタワー配置に変更となったため、その間、ＧＣＡ配

置は１名（Ｄ管制官）であった。 

３：２２前後にはＧＣＡに誰もいない状態であった。 

 

（４）日常的なタワーとＧＣＡ勤務の状況 

・夜勤時はタワーとＧＣＡ合わせて５名体制で実施している。 

・２０：３０から２３：００の間は、タワー３名・ＧＣＡ２名を配置。 

・２３：００から０６：３０の間は、タワー２名・ＧＣＡ２名を配置。 

・０６：３０から０７：３０の間は、タワー３名・ＧＣＡ２名を配置。 

・夜勤時において、タワーは必ず２名以上の体制。ただし、滑走路閉鎖時間内

は１名の場合もある。 

・交代時は交代者が来るまでは離席しない。 

・夜勤時のＧＣＡの配置は２名。ただし１名は使用滑走路や気象状況により、

即座に対応できる場所で待機。 

・ＧＣＡ１名の場合、もう１名は携帯電話による緊急参集対応をとることにな

っている。待機場所は次席もしくは主幹が把握。 

・訓練生は１：３０以降資格の関係で待機となる場合が多い。 

 

【まとめ】 

   夜勤時はタワー、ＧＣＡそれぞれに２名以上配置されるが、ＧＣＡについ

ては使用滑走路や気象状況等によって１名を待機させることもある。 

 

（５）幹部の認識 

  幹部は、適宜先任等への注意喚起や業務実施状況の把握に努めていたものの、

夜勤時間帯に１名体制となる場合がある実情については把握していなかった。 

今後、補完体制の観点で検討がなされる予定。 

 

（６）先任、監理次席の認識 

先任及び監理次席ともに、現在、管制官の勤務状況については把握できてお

り、職員管理の面においても問題点は見受けられない。ただし、最近の那覇事

務所の深夜帯における航空機の繁忙状況から「居眠り」は発生しないという思

い込みがあった。 

なお、先任・監理次席はＢ管制官が妊娠していることは認識していたものの

体調やチーム内での配置に関する配慮等については認知していなかった。 
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（７）その他の確認事項 

○ Ａ管制官の病歴及び持病はない。 

○ Ａ管制官は、前日２時頃就寝し当日の朝９時前後に起きた。 

 ○ Ｂ管制官に対する日中の勤務の配慮は、特段行っていない。 

 

４．問題点 

 

○ 夜勤時における管制官の最低限の配置について、徹底されていなかったこ

と。 

○ その中で、チーム内での管制席割り当ての計画については、運用次席以下

の裁量に任せており、組織として実態を把握していなかったこと。 

○ 実際、タワーでは今回１名しか着席していない状況が生じたほか、ＧＣＡ

では使用滑走路や天候によって１名を待機させることがあること。 

○ 更には、ＧＣＡに１名しかいない状況において、トイレ等で部屋を空ける

際に、待機中の者を呼ぶといった対応をしておらず、誰もいない状況を作り

出してしまっていること。 

○ 職員が職務時間中で、かつ、離発着する航空機がある中で居眠りをしてお

り、服務規律に対する意識や安全意識・緊張感が欠如していると言わざるを

得ないこと。 

 

５．再発防止策の検討 

 

○ 滑走路運用等の状況にかかわらず、管制運用室において最低２人以上着席さ

せることについて、全官署に徹底を図る。 

○ 管制運用室に２名着席している場合において、トイレ等でやむを得ず１名退

室しなければならないときは、交通状況に応じた適切な時機を選ぶほか、行き

先、連絡方法等を確認することを徹底する。 

○ ２４時間官署については、先任管制官が深夜における実際の管制席割り当て

状況を把握するため、割り当ての予定表を事前に次席管制官が先任管制官に報

告するとともに、勤務に際し、やむを得ず変更があった場合は、当該変更内容

を勤務後に次席管制官から先任管制官へ報告することとする。 

○ 服務規律に対する意識や安全意識・緊張感に係る管制官の意識強化のため、

航空保安大学校の研修において、本件事案や外国事例等、実際の事例を基に、

その危険性や対策等についてディスカッションを行うカリキュラムを導入す

る。 


